
　１．補助の要件

　　〇撤去するブロック塀等の高さが、道路面から１．２ｍ以上かつ２．２ｍ以下であること

　　〇ブロック塀等を一部撤去し生垣等を設置する場合は、ブロック塀等の高さを道路面から１．２ｍ未満

　　　にすること

　　〇生垣等は道路に面して長さ３ｍ以上設置すること

　　〇生垣等は植栽本数が１ｍ当たり２本以上、樹高が８０ｃｍ以上であること

　　　※ブロック塀等を一部撤去し生垣等を設置する場合は、ブロック塀等よりも樹高を１０ｃｍ以上高く

　　　　すること

　　〇樹種は生垣等に適したものとし、町の特産物である梨の赤星病発生を防止するため、ビャクシン類は

　　　植栽しないこと

　２．補助金の額

　　〇ブロック塀等撤去

　　　１㎡当たり４，０００円　※限度額５０，０００円

　　〇生垣等設置

　　　１ｍ当たり３，０００円　※限度額５０，０００円

　　　※いずれも補助金の額に１００円未満の端数が生じた場合は切り捨て

【災害時におけるブロック塀倒壊等の被害防止・町のさらなる緑化推進】

既存のブロック塀等を撤去し、新たに道路面の緑化を目的とした

生垣等を設置する方へ、費用の一部を補助します。
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　３．申請手続きの流れ

【提出書類】

　①環境にやさしい生垣等設置補助金交付申請書（第１号様式）

　②付近見取り図

　③平面図等

　④工事着手前の現況写真

　※①～③の様式はホームページからダウンロード可能

　環境にやさしい生垣等設置補助金交付決定通知書（第２号様式）または

　環境にやさしい生垣等設置補助金不交付決定通知書（第３号様式）発行

　

【提出書類】※計画変更または中止の場合のみ

　①環境にやさしい生垣等設置補助金計画変更・中止申請書（第４号様式）

　　※ブロック塀等の撤去工事の際、鉄筋の有無確認のため

　　　現地調査を行います。

【提出書類】

　①環境にやさしい生垣等設置補助金完了報告書兼請求書（第５号様式）

　②工事完了後の完成写真

　※生垣等の設置完了後１か月以内または補助金交付に係る当該年度の

　　１月３１日のいずれか早い日までに提出してください。

　環境にやさしい生垣等設置補助金交付額確定通知書（第６号様式）発行
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必ず工事の前に申請してください！撤去及び設置後の申請は補助対象外！
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